
【部活動中の事故見舞金の申請・給付について】 

〈対象〉 

◇安全教育振興会に加入している中学校・高等学校・特別支援学校（中等部・高等部）の生徒が対象と 

なります。 

◇部活動中（校内・校外）の事故に限ります。(対外試合のための移動中も可となります。) 

◇日本スポーツ振興センターの給付金額の合計が１万円以上の場合に限ります。 

＊事故ごとに、日本スポーツ振興センターからの「給付金支払通知書」（事故月から最大７か月まで

の分）もしくは「児童生徒別給付一覧」での合計金額をご確認ください。 

※「給付金支払通知書」「児童生徒別給付一覧」を参照 

 

〈申請に必要な書類〉 

◇第２号様式－６(第２号様式－１とは別の様式)   

＊申請用紙は、安全教育振興会のホームページ（申請書様式集）よりダウンロードして、事故発生状

況が分かる学校で作成していただきます。（副校長先生、養護の先生、部活動担当の先生方には大

変お手数をおかけいたします。） 

＊申請される場合は、必ず保護者の承諾をお取りください。 

◇日本スポーツ振興センターからの「給付金支払通知書」の写しもしくは、「児童生徒別給付一覧」の 

写しが必要となります。 

 

［日本スポーツ振興センターからの「給付金支払通知書」の写しの場合］ 

＊事故発生月を含め最大７か月分まで、当該生徒以外の欄は黒塗りをお願いします。（個人情報保護 

のため） 

＊申請する生徒が複数いて、「給付金支払通知書」１枚に複数生徒の記載がある場合は、１名の生徒 

に対して１枚必要です。（黒く塗っていただくところが変わります。） 

 

給付金額の合計は、この欄の枚数分 

１ 



［日本スポーツ振興センターからの「児童生徒別給付一覧」の写しの場合］ 

＊該当の生徒の欄にマーカー等で分かるように印をつけてください。 

 

該当児童の欄にマーカー等で印をつけます 

 

 

 

 

〈給付金について〉 

◇安全教育振興会の給付金額は、日本スポーツ振興センターの給付金額の５０％です。 

（事故発生月を含め最大７か月分までとなります。） 

＊安全教育振興会からの給付金額は、５万円が上限となります。（日本スポーツ振興センターの給付

金額の合計が１０万円以上の場合は、全て５万円の給付となりますので、加療中・中止の場合でも

途中申請は可能です。） 

＊安全教育振興会からの給付金額で１円未満は、給付対象とはなりません。 

 

 

〈見舞金の給付について〉 

◇毎月７日までに申請のあったものとなります。 

◇申請内容を確認させていただき、給付金額が確定した場合は、当月の１４日に、各学校指定の口座 

（毎年度当初に学校から安全教育振興会に回答していただいた口座）に振り込みます。 

◇８日以降に申請があった場合は、翌月の支払となります。 

◇振込と同時に「支払通知書」を各学校にメール便で送付します。 

 



〈留意点〉 

◇横浜市安全教育振興会の見舞金給付は事故日から１８０日となっていますが、日本スポーツ振興セン

ターの申請は月末締めとなっていますので、事故月を含めて最大７か月までを見舞金の給付対象とし

ています。（８か月以降の分については、対象外となります。） 

◇申請は、最大７か月分をまとめて申請となります。（月毎の申請ではありません。） 

◇申請が可能な期間は、事故日から３年以内となります。 

◇申請可能な場合は、次の通りです。  

＊７か月以内に治癒した場合［治癒］ 

＊７か月が経過しても治癒しない場合［加療中］ 

＊７か月以内に中止または７か月が経過して中止の場合、または、（家庭の判断等で）通院をやめた 

場合［中止］ 

◇１事故１回の申請となります。 

＊加療中で途中申請し給付済みとなった場合、その後の追加申請はできません。 

◇固定装具代（ギプス等）は、日本スポーツ振興センターでは、「医療費」に点数・金額として入って 

いるため、別途給付はありません。 

◇交通事故（校外での活動中や対外試合のための移動中）・後遺障害は、見舞金給付の対象外です。 

 ＊交通事故の場合、相手が不明もしくは損害賠償を受けることができない交通事故の場合は、日本ス 

ポーツ振興センターの災害給付の対象となり、安振会に見舞金給付の申請が可能です。 

◇生徒の卒業後の申請は、事故発生日に在籍していた学校からの申請になります。 

＊中学校を卒業し４月以降も加療中の場合「給付金支払通知書」もしくは「児童生徒別給付一覧」は

３月分までは在籍校、４月以降は進学先となります。両方をまとめて在籍校から申請をします。 

 ◇小児医療費助成制度を使った場合でも、日本スポーツ振興センターの給付金額の合計が１万円以上な 

ら申請は可能です。 

 

 

☆詳細については、安振会ご加入に向けての「６．見舞金等給付について」並びに裏面「（一財）横浜市

安全教育振興会見舞金等給付規定（別表）」を参考にしてください。 

 

☆申請書等の様式については、安全教育振興会のホームページ（申請書様式集）よりダウンロードする

ことができます。 

 ＊用紙の左上に【令和７年４月】と記載されている申請書が最新版です。 


